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Ⅰ は じ め に

新型コロナウイルス感染症（COVID
1
19）は，2020年 3月 11日に世界保健機関

（World Health Organization，以下 WHO）によって世界的なパンデミックと宣言された
（Cucinotta and Vanelli, 2020）。それに伴い，世界各国の政府は，新型コロナウイルスの
拡散を防ぐために，移動の制限，企業や学校の閉鎖，集会の禁止など，前例のない様々
な非医薬品介

2
入を行ってきた（Brauner et al. 2020 ; Flaxman et al., 2020 ; Hsiang et al.,

2020 ; Salje et al., 2020）。非医薬品介入の相対的な効果に関する最新の推定値による
と，2020年前半の推定値に比べて小さいことが報告されている（Sharma, et al.,
2020）。
日本においても，新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言（以
下，緊急事態宣言）が 2021年 6月までに 3度発出さ

3
れ，新型コロナウイルスの拡散を

防ぐために，期間中のテレワークが推奨された。しかし，1回目の実施率が 32.8％，第
2回目の宣言下は 25.4％に留まる（リクルートワークス，

4
2021）など，2回目に提案さ

れた 7割という目標には程遠いのみならず，2020年前半に比べ，2021年は人々の外出
自粛効果は減弱していると思われる。特に在宅勤務が予想以上に進んでいない状況がみ
────────────
１ SARSCoV2（severe acute respiratory syndrome coronavirus 2：重症急性呼吸器症候群コロナウイルス

2）に感染することによって発症する感染症。WHO（世界保健機構，以下 WHO）によって，国際正式
名称「COVID19（coronavirus disease）」と命名された。日本語の名称は「新型コロナウイルス感染
症」。

２ nonpharmaceutical interventions（NPI）を訳したもの。
３ 1回目は，新型インフルエンザ等対策特別措置法（平成 24年法律第 31号）第 32条第 1項の規定に基
づき，2020年 4月 7日発令。当初の対象地域は東京，神奈川，埼玉，千葉，大阪，兵庫，福岡の 7都
府県であったが，4月 16日に対象を全国に拡大された。第 2回目は，栃木県，埼玉県，千葉県，東京
都，神奈川県，岐阜県，愛知県，京都府，大阪府，兵庫県，福岡県の 11都道府県が対象，第 3回目は
北海道，東京都，愛知県，京都府，大阪府，兵庫県，岡山県，広島県，福岡県，沖縄県が対象。

４ 第 2回目の緊急事態宣言下での働き方の変化の定点観測を目的として，2021年 3月 4日～15日に実施
され，有効回収数は 8,587名。

（ 835 ）５８３



られる。
その理由として，制度や職場環境などが挙げられるが，果たして，制度を整えればテ
レワークが進むのであろうか。制度や環境など外的要因を整備すると同時に，従業員
個々の意識など内的要因についても配慮した対策が必要ではないかとの問題意識を抱い
た。そこで，本研究では，緊急事態宣言下の都市における企業従業員を対象に，在宅勤
務の実態把握とともに，在宅勤務制度がある企業の労働者に焦点を当て，在宅勤務意向
に影響を及ぼす因子を特定することを目的とした。

Ⅱ 先 行 研 究

1．テレワークの実施状況
1.1．新型コロナウイルス感染症パンデミック前
テレワークは，1970年代に生まれた概念であり（Avery & Zabel, 2001），エネルギー
危機，マイカー通勤による大気汚染緩和がきっかけとなり，アメリカ・ロサンゼルス近
郊で始められた。
テレワークとは「情報通信技術（ICT : Information and Communication Technology）
を活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方」のことである。また，働く場
所により，自宅で働く「在宅勤務」，移動中や出先で働く「モバイル勤務」，本拠地以外
の施設で働く「サテライトオフィス勤務」と分類される（厚生労働省テレワーク総合
ポータルサイト，2021）。本稿では「在宅勤務」を対象としているが，在宅勤務につい
て，通信技術を用いて家で仕事をすること（Kossek et al., 2006），個人がオフィスに通
勤しなければならない職場環境を代替するために通信技術を使うこと（Bélanger et al.,
2013），1日の勤務時間のうち，一度オフィスに出勤，もしくは顧客訪問や会議参加な
どをしつつ，一部の時間は自宅で業務を行う部分在宅勤務も該当（総務省，2019）など
と定義されている。
テレワークは，その定義にあるように，その導入には IT 利用レベルとの相関がある

（Vlčková et al., 2019）。また，対面サービスや物流など在宅勤務に適さない職種も存在
し，業務内容との関係性が考えらえる。実際，研究者やデザイナー（Perez et al.,
2005），知識労働者，IT，営業・マーケティング（US Department of Transportation,
1993），通信，金融，保険（Lister & Harnish, 2011）など，自身で仕事のペースをコント
ロールできる職種が適していることが報告されている。また，管理職の方が一般職に比
べてテレワークに従事する傾向が強いことも報告されている（Noonan & Glass, 2012）。
日本におけるテレワークに関する調査として，総務省「通信利用動向調

5
査」と国土交

────────────
５ 世帯や企業の情報通信サービスの利用動向を幅広く把握するもの。統計法に基づく一般統計調査とし↗
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通省「テレワーク人口実態調
6
査」において，その経時的変化が示されている。

まず，テレワークの導入率であるが，「通信利用動向調査」によると，2018年のテレ
ワーク導入企業の割合は 19.0％である。産業別の導入率で高い業種は，金融・保険業
（37.9％），情報通信業（39.9％）である。資本金別では資本金規模が大きいほど導入割
合が上昇し，資本金 1億円以上の企業では 3割程度，10億円以上の企業では 5割程度
である。また，テレワーク形態のうち，モバイルワークが 63.2％を占め，在宅勤務導
入は 37.4％にすぎない。一方，「テレワーク人口実態調査」では，テレワーク制

7
度があ

る企業の割合は，2018年で 19.8％であり，「通信利用動向調査」による企業の導入割合
とほぼ同様である。また，従業員規模が大きいほど導入割合が高く，従業員 1,000人以
上の企業では 31％であった。
次に，テレワーク導入の目的であるが，「通信利用動向調査」によると，2018年時点
で，定型的業務の効率化／生産性の向上（56.1％），および勤務者の移動時間の短縮
（48.5％）が主要な目的であり，かつ経年的に変化がみられていない。非常時（地震，
新型インフルエンザなど）の事業継続に備えてという理由は 15.1％であり，東日本大
震災が起こった 2011年の 27.7％から徐々に低下している。また，交通代替による CO

2削減などの地球温暖化対策（1.4％），省エネルギー，節電対策のため（0.5％）など，
環境への配慮を目的とする割合は低く，生産性向上に重点が置かれている傾向が浮かび
上がった。
一方，テレワークを導入しない理由は，テレワークに適した仕事がない（71.6％）が
最も多く，業務の進行が難しい（22.3％），情報漏洩が心配（20.1％）が続いていた。

1.2．パンデミック以降
本研究では，パンデミック禍の「緊急事態宣言下」に焦点を当てている。当該期間中
は可能な限り外出を控えることが推奨され，テレワーク 7割の目標が掲げられた特別な
状況である。この緊急事態宣言下におけるテレワークを含む働き方に関する調査結果が
いくつか報告されている。
第 1回目の緊急事態宣言の時期の調査におけるテレワーク（在宅勤務）実施率は，

2020年 4～5月に実施された「第 2回テレワークに関する就業実態調査」において，
12,138人の回答者中 25％（大久保敏弘・NIRA 総合研究開発機構，2020），2020年 4月
17日から 5月 6日に実施された「緊急事態宣言下におけるテレワークの有用性」にお
────────────
↘ て 1990年から毎年実施されており，1999年からテレワークについての質問が設定された。
６ IT 基本法の成立（2001年）を受けて 2002年に始まり，2019年までは 3年おき，以降は毎年実施され
ている。

７ 従業員の視座で，社内規程などでテレワーク等が規定されている，制度はないが会社や上司等がテレ
ワークを認めている，試行的にテレワーク等を認めている場合と定義されている。
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いて，7,110人の回答者中 23.3％（三菱 UFJリサーチ＆コンサルティング，2020），
2020年 5月末～6月初に実施された「新型コロナウイルス感染症の影響かにおける生活
意識・行動の変化に関する調査」では，10,128人の回答者中 34.6％（内閣府，2021）
と報告されている。
2021年 4月に実施された「働き方改革に関する動向・意識調査」では，2021年 1～3
月（一部地域は 2月）の第 2回目緊急事態宣言中と，宣言解除の直後から 4月の 3回目
再発令までのそれぞれについて，在宅勤務の実施状況などが分析されている（日経 BP

総合研究所イノベーション ICT ラボ，2021）。その結果によると，2回目の緊急事態宣
言中，週 3回以上テレワーク利用

8
者は 50.9％であった。また，2回目の緊急事態宣言が

解除された直後，同割合は 38.5％と 12.4ポイント下がった。なお，この組織における
経時的な調査では，2020年 4月の 1回目の緊急事態宣言が発出された直後のテレワー
ク利用率は 63.9％，解除後の 2020年 10月に実施した調査では同 41.9％であった。
同様な経時変化として，「全国就業実態パネル調査 2021」では，1回目の緊急事態宣
言のテレワーク実施率が回答者 10,317人中 32.8％，その後 18.1％と減少し，第 2回目
の宣言下は 25.4％に留まっていた（リクルートワークス，2021）。
各調査により異なるが，テレワーク率は，少なくとも 7割には到達していないこと，
緊急事態宣言が解除されると下がること，第 1回目の緊急事態宣言中に比較して第 2回
目の宣言中には下がっていることが示された。

2．テレワークの有用性
テレワークと満足度との関係については，結論の異なるいくつかの報告がある。米国
におけるテレワーカーと非テレワーカーを対象とした Job Descriptive Index を用いた比
較定量調査では，テレワーカーの方が高い職務満足度を示した（Igbaria & Guimaraes,
1999）。英国では，Overall Job Satisfaction が尺度として用いられた調査において，同様
の結果が得られている（Kelliher & Anderson, 2010）。一方，28の先行研究のメタアナリ
シスでは，テレワークが職務満足度に与える影響は小さいと結論づけられている（Ga-
jendran & Harrison, 2007）。また，テレワークの時間との関係性も研究されており，15.1
時間／週までは職務満足度が上がるがその後低下すると報告されている（Gajendran &
Harrison, 2007）。なお，テレワークの条件設定や企業規模などを合わせた厳密な報告は
みられない。
日本におけるテレワーク導入に対する評価としては，前述の「テレワーク人口実態調
査」で結果が示されている（国土交通省，2018）。5,926人のうち，55.0％が「プラス
────────────
８ 質問は，「直近 1カ月において，あなたはテレワークを利用して職場（派遣・常駐先を含む）以外でど
の程度働きましたか」。
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の効果があった」，5.4％が「特に効果はなかった」，39.6％が「マイナスの効果があっ
た」と回答している。プラスの効果についての具体的な主な内容は，自由に使える時間
が増えた（49.3％），通勤・移動の時間が減った（48.4％），業務の効率が上がった
（46.3％）であった。マイナス評価の具体的回答としては，仕事の時間が増えた（36.8
％），業務の効率が下がった（29.2％）であった。在宅勤務により業務効率が上がった
人もいれば下がった人もいたが，その背景までは言及されていない。
在宅勤務の生産性について，2020年 6月下旬，3,324人の就労者を対象とした調査が
実施されている（森川，2020）。「あなたがふだん職場で行う仕事の生産性を 100とする
と，在宅勤務の生産性はどのぐらいですか」という主観的な評価の結果，オフィス勤務
の 60～70％程度であり，特に新型コロナを契機に開始した人は平時から行っていた人
に比べてかなり低い結果が示された。週労働時間と在宅勤務の頻度から推計した在宅勤
務の労働時間の割合は約 19％であり，その割合と生産性の低下を考慮すると，総合し
てで 7％強の生産性低下と推計されている。生産性低下の要因は，職場のようにフェイ
ス・トゥ・フェイスでの素早い情報交換ができない（38.5％），自宅はパソコン，通信
回線などの設備が勤務先よりも劣る（34.9％），法令や社内ルールによって，自宅では
できない仕事がある（33.1％），法令や社内ルールによるものではないが，自宅からで
は現実にできない仕事がある（32.4％）であった。また，高学歴者，高賃金者，長時間
通勤者は，在宅勤務による生産性低下が相対的に小さいことも示されている。
一方，テレワークの有用性の認知は，仕事の生産性，効率性，通勤コスト（通勤時間
の長さ，通勤時のストレス）減少への期待，家族と過ごす時間の増加への期待と関連す
ると報告されている（Eom et al, 2016 ; Greer and Payne, 2014）。日本の都市部では，特
に通勤時間が長いため，テレワークは通勤時間をなくし，家族と仕事と生活のバランス
をとることができ，従業員の生産性と効率を向上させることができると報告されている
（Morikawa, 2018）。

3．テレワークに影響を与える因子
在宅勤務の実施に影響を与える因子として，「個人，組織，仕事，家庭」の 4つが挙
げ ら れ て い る（Baruch and Nicholson, 1997）が，Belzunegui-Eraso and Erro-Garcés
（2020）は，「環境」も加えた 5因子の重要性を示している。パンデミックにおける感染
症予防と目的とした在宅勤務はこの「環境」因子といえる。
パンデミック禍では世界的に在宅勤務が必要となったため，在宅勤務の実施のしやす
さ（在宅勤務可能性）を指標化する研究も推進されている（Alon et al., 2020 ; Boeri et
al., 2020 ; Brussevich et al. , 2020 ; Dingel and Neiman, 2020 ; Leibovici et al. 2020 ;

Mongey et al., 2020 ; Su, 2020）。上記 5因子のうち「仕事」に着目した研究として，
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Dingel and Neiman（2020）は，米国の職業毎の情報を用いた試算を行い，37％で在宅
勤務が可能であることを示している。日本でも同様の試算が行われ，30％程度が在宅
勤務が可能との結果が示されている（小寺，2020）。日本における産業別では，2020年
3月（回答者 10,516人）と 6月（同 8,407人）の調査分析から，情報通信，情報サービ
スなどの在宅勤務比率が相対的に高く，飲食・宿泊業が低い結果が示され，対面でのコ
ミュニケーションを必要とするサービス業などの在宅可能性が低いことが明らかにされ
ている（Okubo, 2020）。
従業員「個人」の属性に関する研究として，Bick ら（2020）は，米国におけるパン
デミック後のデータから，高学歴，高収入，白人ほど在宅勤務が可能であったと報告し
ている。Mongey ら（2020）は，学歴や所得が低く流動資産の少ない人ほど在宅勤務可
能性が低いことを示している。

4．テレワークの意思決定に影響を及ぼす因子
テレワークの意思決定に関して，様々な分野の意思決定モデルが適用されている。
個々の技術導入の問題として論じられる場合は，心理学分野の「技術受容モデル
（TAM : Technology Acceptance Model）」（Davis, 1989），「技術受容・計画行動複合モデ
ル（C-TAM-TPB : Combined TAM and TPB :）」（Taylor & Todd, 1995）が用いられてい
る。コスト，ベネフィット，リスク，契約上の取り決めに基づく評価などの経済的な論
点の場合は，「期待効用理論」，「プロスペクト理論」（Kahneman & Tversky, 1979），
「エージェンシー理論」（Eisenhardt, 1989）などのモデルが用いられている。さらに，社
会学的な観点からは，在宅勤務の決定を制限したり促進したりする上で，制度論，組織
文化が用いられる。
新情報システムの利用行動を促進するために多くの実証研究で用いられてきた「技術
受容モデル」は，社会心理学分野で幅広く研究されてきた人間の行動意図モデルである
「合理的行動理論（TRA : Theory of Reasoned Action）」（Fishbein and Ajzen, 1975）を応
用したものである。組織内にいる従業員（情報システムのユーザー）に対して，新技術
を持つ情報システムの利用行動を促進するためにどうするべきかを分析し，説明するた
めに構築された，人間の行動意思モデルである（Davis et al., 1989）。
技術受容モデル（図 1）では，「知覚された有用性（perceived

9
usefulness）」と「知覚

された使い易さ（perceived ease of
10
use）」という 2つの信念が，新情報システムの利用

行動を説明する上で重要であると考えらえている。知覚された有用性と使い易さの両者

────────────
９ ある組織コンテキストにおいて，特定のアプリケーションシステムの利用が仕事のパフォーマンスを向
上させると期待するユーザーの主観的な見込み。

１０ 対象となるシステムについて，利用努力がいらないとユーザーが期待する程度。
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Subjective
norm control

によって，そのシステムを利用することに対する個人の肯定的または否定的な感情であ
る「利用への態度（attitude toward using）」は規定されると仮定している。その態度と，
知覚された有用性が，「システム利用への行動意図（behavioural Intention to use）」に影
響を与える。知覚された有用性から行動意図への直接的な影響が仮定されている理由
は，組織において，ある情報システムの利用が仕事の効率を上げると信じるならば，個
人の感情を超えて利用の意思決定をすると考えられているからである。なお，図 1の最
左の外部変数（external variables）は，ユーザが知覚する有用性と使いやすさを説明可
能な，年齢，学歴，収入，出身地，性別などの個人属性と，ユーザビリティやユーザエ
クスペリエンスなどのシステム属性を含む項目である。
一方，「技術受容・計画行動複合モデル」（図 2）は，技術受容モデルの「知覚された
有用性」を「計画的行動理論（theory of planned behaviour）」（Ajzen, 1985）に組み込ん
だモデルである（Taylor and Todd, 1995）。「利用行動に対する態度（attitude）」，「主観的
規範（subjective norm）」，「知覚された行動のコントロール感（perceived behavioural
control）」，が「行動意図（behavioural intention）」に影響を与えると仮定している。
技術受容モデルは，どのような情報システムとユーザに対しても適用できるという普

図 1 技術受容モデル

注：Davis（1989）より筆者作成。

図 2 技術受容・計画行動複合モデル

注：Taylor and Todd（1995）より筆者作成。
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遍性と，可能な限り少ない因子で情報システムの利用行動を説明するという簡便性を同
時に追求しているため，多くの実証研究が報告されてきた。しかし，十分な説明力が得
られず，計画的行動理論の主観的規範，行動コントロール感などの説明因子が追加され
てきた。また，一方で，情報システムに特化しない「計画行動理論」を適用した実証研
究も報告されている（Godlove, 2012）。Godlove（2012）は，「計画行動理論」をベース
に，従業員がテレワーク環境における情報セキュリティガイドラインに従う意図，およ
び実践に影響を及ぼす要因を分析し，個人的態度，社会的圧力，支配感，責任感が影響
を及ぼすことを明らかにしている。このように，テレワークへの行動意図を分析するに
あたり，計画的行動理論を用いることは有用と考えられる。

5．行動変容促進の方法
テレワークという行動への変容を促す施策を考えるにあたり，その促進方法は多数存
在するが，本稿では，学際的な枠組みであるソーシャルマーケティングに着目する。
Lee and Kotler（2019）は，コマーシャルマーケティングで用いられる戦略的なマー
ケティングミックス（4 P 戦略）を策定することを提唱している。4 P とは製品戦略
（Product），価格戦略（Price），流通戦略（Place），プロモーション戦略（Promotion）の
4つの戦略を指す。以下，概観する。
製品戦略（Product）については，中核産物，現実産物，拡張産物を考える必要があ
る。中核産物とは，望ましい行動をとることでターゲットが得られるベネフィットを指
す。注意すべき点は，組織側の促したい行動や提供したいサービスではなく，介入対象
者にとって最も価値のあるベネフィットを考える点である。例えば，「適度な運動」と
いう行動を促したい場合の中核産物は，運動によって介入対象者が得られる「心身の健
康」である。現実産物とは，促したい行動そのもの（上記例では「適度な運動」）であ
り，拡張産物は，ウォーキングマップなど行動変容を支える付加的な製品を指す。
価格戦略（Price）について，ソーシャルマーケティングにおける価格とは，介入対
象者が目標行動をとる際に支払うコストを指し，金銭的なものと非金銭的なもので構成
される。金銭的なコストとしては行動を採用するに際して購入するモノやサービスの費
用であり，非金銭的なコストとしては時間や労力，心理的なリスクなどが挙げられる。
望ましい行動に対しての金銭的なベネフィットを増やす（例：ペットボトルのリサイク
ル率を上げるために買った飲み物の値段の一部を還元），あるいは非金銭的なベネフィ
ットを増やす（例：ホッケーの違反プレーを防ぐための「フェアプレー」ポイントの付
与），金銭的なコストを減らす（例：自転車のヘルメットを装着してもらうために，ヘ
ルメットの価格を半額にして販売），非金銭的なコストを減らす（例：電子決済を導入
することで労力を減らし，地元市場の利用を促進）ような戦略を策定する必要がある。
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流通戦略（Place）については，介入対象者が，行動をいつどこでとるかについて考
える。できる限り介入対象者に便利，快いと感じさせ，好ましい行動を起こさせること
が目的であり，アクセスへの障壁や時間的障壁，心理的障壁を減らすことが戦略策定で
重視される。行動をとる機会や行動の際に必要なものが意思決定の瞬間にあるように働
きかける，行動をとる場所に関する心理的障壁を減らす，などの戦略が考えられる。
プロモーション（Promotion）とは，介入対象者に知ってほしいこと，行動をとる際
にベネフィットが得られるということを伝達する，説得的な活動のことである。プロ
モーションに必要な主な要素は，メッセージ，メッセンジャー，独創的なロゴやフレー
ズ，チャネルの 4つである。メッセージとは介入対象者に行ってほしいこと，知識とし
て知ってほしいこと，心の中に認識してほしいことを指す。メッセージには，プロスペ
クト理論を応用したフレーミング（Entman, 1993），本人自身が意識しなくても他人か
ら影響を受けてしまうピア効果，統計的情報（Das et al., 2008）などが活用される。
メッセンジャーとはメッセージを伝える人物やキャラクターのことであり，介入対象
者の行動に影響を及ぼす人物を選択する必要がある。チャネルについては，いつどこで
メッセージが届く必要があるかを考える。
一方，French（2017）は，目標とする行動の変容を促す具体的な施策を考える際に，
介入のタイプと形態を組み合わせる「介入マトリックス」を用いることを提唱してい
る。介入のタイプとは表 1に示すとおり多様である。また，形態は，2軸の要因によっ
て定義される。横軸は，報酬（インセンティブ）または罰則を使用して特定の行動を促
すかどうか，縦軸は，意識的または無意識的な意思決定に影響を与えることを目的とす
るかどうかであり，これらの組み合わせにより，4形態：「ハグ（Hug）」，「ナッジ
（Nudge）」，「ショーブ（Shove）」，「スマック（Smack）」に分けられる。
「ハグ」は，望ましい行動を認知して実行している人に対して，金銭，満足感，自尊
心などの外的・内的報酬やインセンティブを提供する。「ナッジ」とは，そっと後押し
する，すなわち無意識のうちに望ましい行動できるように導くことである。「ショーブ」
は，ナッジと対照的に力をこめてどんと押す意味を持ち，望ましい行動ができない場
合，無意識のうちに罰則を与えることである。例えば，速度を守れない人が多い道路に
おいて，道路をでこぼこにして，速度をおとさせるような道路設計をすることである。
「スマック」は，パシンとはたく音に由来する。つまり望ましい行動を認知しているの
に行動しない場合に，罰則を与えることで行動を促すものである。
これらの介入形態，前出の介入タイプは，いずれもすべて適切な戦略である。行動を
促す多くの場合，単一の形態では不十分であり，これらの組み合わせが必要となるま
た，介入対象者への調査結果や選考研究レビュー，エビデンスから効果的，かつ現実的
なタイプと形態を選択し，これらの組み合わせることで実効性が高まる（瓜生原，
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2021）。

Ⅲ 調査・分析方法

1．分析枠組みと調査票の設計
先行研究調査結果から，表 2の次元を設定した。実態把握として行動結果についての
問いを含めているが，本研究では行動意図に焦点を当てており，成果変数を行動意図で
ある在宅勤務意向とした。なお，緊急事態宣言下であり，政府から「在宅勤務（テレ
ワーク）の活用や休暇取得の促進等により，出勤者数の 7割削減に努める」ことが求め
られていたため，回答者の回答容易性を鑑み，テレワークとはせず，「在宅勤務」とい
う具体的な用語を用いた。影響因子に関しては，計画的行動理論の構成要素を基に図 3

を導出し，それぞれの質問を設定した。なお，計画的行動理論の「行動への態度」に関
して，新型コロナウイルス感染症の影響を問う項目を含めた。
回答形式に関しては，有無の 2択ではなく，等間隔の 7択とした。その理由として，
他の行動意向（ワクチン接種意向）のシステマティックレビューにおいて，傾向を測定
するためには，「はい／いいえ」の 2択より 5段階以上の尺度が好ましいと報告されて
る（Sallam, 2021）からである。
さらに，介入施策に関しては，表 1の介入タイプのうち，伝達と支援に焦点を絞っ
た。質問項目に関しては，予め，行動変容を専門とする実務経験者 2名から具体的な項
目を得て，それを Lee and Kotler（2019）の価格戦略，プロモーションにあてはめて考
え，精査して設定した。

表 1 介入タイプ

規制と動機付け
（Control）

法律や規制の力を使うことや，社会的利益のための個人，組織，市場の行動への動機づけ
や罰則を課す拘束力を持つこと。
（調整，ルール，必須条件，拘束，制限，警察，実施，規制，立法，インセンティブなど）

伝達
（Inform）

事実や態度をやり取りし，行動をするように説得したり，提案すること。
（通知，通信，トリガー，刺激，リマインド，強化，認識，説明など）

デザイン
（Design）

コミュニティの発展，安全を支援する環境を作ること。
（製品・環境・組織システム・テクノロジー・プロセスの変更設計など）

教育
（Educate）

重要な意思決定をする権限を与えることや利益があると気付かせること，変化や個人の進
歩のためにスキルを身に着けること。
（有効化，訓練，スキル開発，刺激，奨励，動機付け，批判的思考スキル開発など）

支援
（Support）

相互に合意された社会的優先事項を支持するためにサービスの提供，アクセスの実質的な
支援，アクセスの促進を行うこと。
（ソーシャルネットワーキング，ソーシャルモビリティなど）

出所：瓜生原（2021）『行動科学でより良い社会をつくる』P.51，表 2-9。
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2．調査・分析方法
調査はアイブリッジ株式会社が提供するセルフ型 Web 調査ツール Freeasy を用いた。
本研究では在宅勤務行動への障壁や動機付け要因の探索を目的としているため，調査対

表 2 質問票の次元

次元 次元 数 質問内容 回答形式

成果変数
（参考） 行動 8

勤務日数，在宅日数，在宅希望，昼食時外出頻度，夕食時外
出希望，休日の外出頻度，休日の買物頻度

0日
1日
2日
3日
4日
5日
6日
7日以上

成果変数 行動意図 1 在宅勤務意図 7段階尺度

影響因子

行動への態度

2 疾患重大性の認知 7段階尺度
3 ベネフィットの知覚 7段階尺度
1 結果評価 7段階尺度
2 行動信念 7段階尺度

主観的規範
2 規範的信念：社会 7段階尺度
2 遵守動機：家族 7段階尺度

行動コントロー
ル感

4 コントロール信念 7段階尺度
1 同調圧力 7段階尺度
4 自己効力感 7段階尺度

介入施策
伝達 5

ピア効果，ゲインフレーム，ロスフレーム，科学的根拠，メ
ッセンジャー 7段階尺度

支援 4 金銭的，非金銭的，ベネフィット増加，コスト低減，ナッジ 7段階尺度

出所：筆者作成。

図 3 本研究のモデル図

出所：筆者作成。
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象者は，社内に在宅勤務制度がある企業の従業員とした。
調査は 2段階であり，まず，第 3回目緊急事態宣言下の 2021年 5月 24日にスクリー
ニング調査を行った。緊急事態宣言下の 9都道府

11
県における Freeasy に登録しているパ

ネルのうち，4,000人に対し「社内に在宅勤務制度がありますか？」という項目を設け，
「はい」，「いいえ」2択で回答を求めた。次に，「はい」と回答を得た 1,895人を対象と
して，2021年 5月 28日～5月 29日に本調査を行った。また，回答者 1,895人のうち，
データの欠損や偏りを除外し，有効分析対象者を 1,000人とした。
調査対象者は，9都道府県在住，在宅勤務制度がある企業に勤務している 20歳以上
である。なお，職務上の必要性から医療関係職種は除外した。登録者への倫理的配慮と
して，匿名性の担保，同意を得た者のみ回答できるしくみとした。また，回答者は回答
結果の送信を途中でキャンセルできるしくみが設けられている。
分析については，まず，7段階尺度の項目に対するすべての回答に関して，「とても
そう思う」を 7点，「そう思う」を 6点，「まあそう思う」を 5点，「どちらともいえな
い」を 4点，「あまりそう思わない」を 3点，「そう思わない」を 2点，「全くそう思わ
ない」を 1点として，平均値の算出などの分析に用いた。
次に，成果変数については，「在宅勤務をしたいか（行動意図）」という質問に対し
て，「とてもそう思う」，「そう思う」，「まあそう思う」を在宅勤務意向あり群，「どちら
ともいえない」を意思未決定群，「あまりそう思わない」，「そう思わない」，「全くそう
思わない」を在宅勤務意向なし群と分類した。さらに，成果変数に影響を与える因子に
ついての分析については，在宅勤務意向あり群，意思未決定群，在宅勤務意向なし群に
おける各項目に対する平均値を算出し，統計ソフト SPSS（IBM Statistics ver.25）を用
いて両側 t 検定を行った（有意水準 p＜0.05）。

Ⅳ 調 査 結 果

1．在宅勤務制度の有無（スクリーニング調査結果）
スクリーニング調査対象の 4,000人の回答結果について，都道府県別，業種別在宅制
度導入率は表 3, 4のとおりである。4,000人における在宅制度導入率は 47.4％であっ
た。都道府県別にみると，東京都（61.1％）が最も高く，次いで大阪府（45.1％）が高
かった。業種については，情報通信業（83.9％），メディア・マスコミ・広告業（66.3
％）で多く，運送・輸送業（25.8％），サービス業（37.1％）で少なかった。

────────────
１１ 北海道，東京都，愛知県，京都府，大阪府，兵庫県，岡山県，広島県，福岡県。沖縄県は 5月 23日に

宣言されたため，対象外とした。
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2．回答者の属性
在宅勤務制度ありと回答した 1,000名の回答者の属性として，性別，年齢は表 5のと
おりである。均等法により 20代～50代がぞれぞれ 25％となるように割付を行った。
性別は，男性が 60.1％と多かった。勤務形態は，正社員 809名，契約・派遣社員 87

名，経営者 20名，公務員 43名，自由業 41名であった。業種については表 6に示すと
おりであり，製造業（20.8％）とサービス業（14.6％）が多く，全体の約 3割以上を占

表 3 都道府県別在宅勤務制度導入率

都道府県 全体（人） 在宅勤務制度
あり（人）

在宅勤務制度
なし（人）

在宅制度
導入率

北海道 307 103 204 33.6％
東京都 1,300 794 506 61.1％
愛知県 521 227 294 43.6％
京都府 175 65 110 37.1％
大阪府 718 324 394 45.1％
兵庫県 354 139 215 39.3％
岡山県 111 35 76 31.5％
広島県 163 55 108 33.7％
福岡県 351 153 198 43.6％
全体（9都道府県） 4,000 1,895 2,105 47.4％

出所：筆者作成。

表 4 業種別在宅勤務制度導入率

全体（人） 在宅勤務制度
あり（人）

在宅勤務制度
なし（人）

在宅制度
導入率

全体 4,000 1,895 2,105 47.4％
農業・林業・漁業・鉱業 51 20 31 39.2％
建設業 315 126 189 40.0％
製造業 689 376 313 54.6％
情報通信業 254 213 41 83.9％
金融・証券・保険業 217 129 88 59.4％
不動産業 130 72 58 55.4％
サービス業 746 277 469 37.1％
運送・輸送業 325 84 241 25.8％
電気・ガス・水道業 69 36 33 52.2％
商社・卸売り・小売業 363 165 198 45.5％
教育業 130 55 75 42.3％
出版・印刷業 42 23 19 54.8％
メディア・マスコミ・広告業 89 59 30 66.3％
調査業・シンクタンク 7 4 3 57.1％
非営利団体 75 39 36 52.0％
その他 498 217 281 43.6％

出所：筆者作成。
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めていた。
対象地域別の回答者は，北海道（53名），東京都（396名），愛知県（123名），京都
府（33名），大阪府（184名），兵庫県（80名），岡山県（15名），広島県（35名），福
岡県（81名）であった。

3．外出自粛の実態
3-1．在宅勤務の実態
在宅勤務の実態を把握するため，「週平均，何日働いていますか？（勤務日数）」，「そ
のうち週平均何日，在宅勤務をしていますか？（在宅勤務日数）」，「そのうち「週」平
均何日，在宅勤務をしたいと思いますか？（在宅希望日数）」を問った。
まず，勤務日数は，0日：19人，1日：69人，2日：127人，3日：21人，4日：207
人，5日：841人，6日：52人，7日：16人であり，平均 4.92日であった。
次に，勤務日数 0人を除く 981人を対象とし，勤務日数に対してどれくらい日数在宅
勤務できているのか（在宅勤務割合）については 36.8％であった。一方，勤務日数に
対する在宅勤務希望日数の割合は 54.9％であり，希望日数より実際の在宅日数少ない
ことが示された。

表 5 回答者の属性

男性（人） 女性（人） 合計（人） 割合
20代 80 170 250 25％
30代 133 117 250 25％
40代 175 75 250 25％
50代 213 37 250 25％
合計 601 399 1,000 100.0％
割合 60.1％ 39.9％ 100.0％

出所：筆者作成。

表 6 回答者の業種

業種 回答者数
（人） 割合 業種 回答者数

（人） 割合

農業・林業 7 0.7％ 電気・ガス・水道業 18 1.8％
建設業 63 6.3％ 商社・卸売り・小売業 86 8.6％
製造業 208 20.8％ 教育業 32 3.2％
情報通信業 106 10.6％ 出版・印刷業 10 1.0％
金融・証券・保険業 79 7.9％ メディア・マスコミ・広告業 33 3.3％
不動産業 43 4.3％ 調査業・シンクタンク 2 0.2％
サービス業 146 14.6％ 非営利団体 22 2.2％
運送・輸送業 39 3.9％ その他 106 10.6％

注：業種の分類は Freeasy の分類に基づいている。
出所：筆者作成。
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3-2．外出の実態
「週平均何日，昼食時に外食していますか」，「週平均何日，夕食時に外食しています
か」「週平均何日，日常品（食品など）の買物にでかけますか」という質問に対する回
答の集計結果は表 7に示すとおりである。昼食時の外食自粛は 47.1％，夕食時の外食自
粛は 63.3％で半数近くは自粛できていたが，日常品の買物の自粛は 3.9％と実行が難し
い状況が示された。

4．在宅勤務意向
在宅制度がある状況下にといて「在宅勤務をしたいか」という質問に対するリッカー
ト 7段階尺度による回答の集計を示す。全体の在宅勤務意向については，「とてもそう

表 7 外出の頻度集計（週平均）

日数 昼食時の外食 夕食時の外食 日常品の買物
0日 462 621 38

1日 166 216 299

2日 120 72 297

3日 85 32 164

4日 38 9 59

5日 89 15 54

6日 12 7 28

7日 9 9 42

平均 1.42日／週 0.69日／週 2.40日／週

出所：筆者作成。

図 4 年代別の在宅勤務意向

注：「在宅勤務をしたいか」という質問に対する回答。
出所：筆者作成。
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思う」21.2％，「そう思う」15.2％，「まあそう思う」21.7％，「どちらともいえない」
20.9％，「あまりそう思わない」9％，「そう思わない」6.4％，「全くそう思わない」5.6
％であった。おおよそ，在宅勤務を希望する人が 6割（58.1％），希望しない人が 2割
（21.0％），どちらでもない人が 2割（20.9％）と捉えることができた。
年代別の在宅勤務意向は図 4に示すとおりであるが，20代（67.2％），30代（61.2
％），40代（64.0％），50代（50.0％）と高い年代ほど意向は低かった。一方，在宅勤務
を希望しない率については，20代（14％），30代（20％），40代（24％），50代（36
％）と高い年代ほど高かった。

5．在宅勤務意向別の影響因子の平均値
各質問項目の回答（1全くそう思わない～7とてもそう思う）の平均値について，在
宅勤務意向度別に集計した結果は，表 8に示すとおりである。「出社しないといけない

表 8 在宅勤務意向別の影響因子の平均値

次元 質問項目
在宅勤務
意向あり

意思
未決定

在宅勤務
意向なし

n＝581 n＝209 n＝210

疾患重大
性の認知

新型コロナウイルス感染症に感染することが怖い 5.76 5.30 4.90

新型コロナウイルス感染症で重症化することが怖い 5.87 5.25 5.12

ベネフィ
ットの知
覚

在宅勤務は通勤や服装・身支度が楽である 6.10 5.06 4.72

在宅勤務は自身で時間をコントロールできる 5.19 4.25 3.86

在宅勤務により運動や趣味の時間をとれるようになった 4.51 3.71 3.12

結果評価 在宅勤務により新型コロナウイルスの感染を予防できる 5.55 4.63 4.24

行動信念
自分が感染しないことで家族を守ることができる 5.94 5.27 5.16

外出しないことは社会全体にとって有益である 4.62 4.04 3.59

規範的信
念

在宅勤務を社会から期待されている 4.88 4.33 3.64

不要不急の外出をしないことを社会から期待されている 5.37 4.80 4.50

遵守動機
在宅勤務をすべきだと家族は思っている 4.88 3.93 3.29

不要不急の外出をすべきでないと家族は思っている 5.15 4.56 4.27

コントロ
ール信念

在宅勤務するかどうか自身で決定できる 4.11 3.97 3.65

家族との距離が近かったり声がはいってしまって在宅勤務が難し
い＊ 3.01 3.51 3.65

在宅勤務だと仕事へのモチベーションが高く保てない＊ 3.83 4.38 4.76

在宅勤務より出勤してほしいとの家族の要望を感じる＊ 2.54 3.01 3.46

同調圧力 出社しないといけない雰囲気が社内にある＊ 3.70 3.58 3.52

自己効力
感

在宅勤務でも仕事を円滑にこなせている 4.70 3.58 2.90

出社しないと取り残されそうな気がする＊ 3.07 3.58 3.60

出社しないと仕事をしている気がしない＊ 3.16 4.15 4.63

出社して仕事をする方が効率的に感じる＊ 4.23 4.91 5.54

注：＊は，次元に関して数値が高いほどその程度が低い（逆転項目）
出所：筆者作成。
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雰囲気が社内にある」（同調圧力）を除き，平均値は，「接種意向あり」群＞「意思未決
定」群＞「接種意向なし」群＞の順であった（逆転項目はその逆）。したがって，これら
の項目は，在宅勤務意向に影響を及ぼす因子として適切であると考えられた。

6．在宅勤務意向に影響を及ぼす因子
在宅勤務意向に影響を与える因子を明らかにするため，前項の「在宅勤務意向あり」
群と「在宅勤務意向なし」群について，平均値の差の両側 t 検定を行った。その結果は
表 9に示すとおりである。
在宅勤務意向がある人は，ない人に比較して，疾患重大性の認知，ベネフィットの知
覚，結果評価，行動信念，規範的信念，遵守動機，コントロール信念，自己効力感の次
元が統計学的有意に高いことが示された。一方，同調圧力については，統計学的有意が
認められなかった。
各質問項目を見ると，在宅勤務でも仕事を円滑にこなせている（自己効力感），出社

表 9 在宅勤務意向あり群となし群の平均値の差の t 検定結果

次元 質問項目
在宅勤務
意向あり

在宅勤務
意向なし t 値 P 値

n＝581 n＝210

疾患重大
性の認知

新型コロナウイルス感染症に感染することが怖い 5.76 4.90 6.59 0.00

新型コロナウイルス感染症で重症化することが怖い 5.87 5.12 5.70 0.00

ベネフィ
ットの知
覚

在宅勤務は通勤や服装・身支度が楽である 6.10 4.72 10.78 0.00

在宅勤務は自身で時間をコントロールできる 5.19 3.86 9.61 0.00

在宅勤務により運動や趣味の時間をとれるようになった 4.51 3.12 9.91 0.00

結果評価 在宅勤務により新型コロナウイルスの感染を予防できる 5.55 4.24 11.11 0.00

行動信念
自分が感染しないことで家族を守ることができる 5.94 5.16 6.50 0.00

外出しないことは社会全体にとって有益である 4.46 3.59 8.10 0.00

規範的信
念

在宅勤務を社会から期待されている 4.88 3.64 9.19 0.00

不要不急の外出をしないことを社会から期待されている 5.37 4.50 7.00 0.00

遵守動機
在宅勤務をすべきだと家族は思っている 4.88 3.29 14.38 0.00

不要不急の外出をすべきでないと家族は思っている 5.15 4.27 7.22 0.00

コントロ
ール信念

在宅勤務するかどうか自身で決定できる 4.11 3.65 2.73 0.00

家族との距離が近かったり声がはいってしまって在宅勤務
が難しい＊ 3.01 3.65 −4.70 0.00

在宅勤務だと仕事へのモチベーションが高く保てない＊ 3.83 4.76 −6.82 0.00

在宅勤務より出勤してほしいとの家族の要望を感じる＊ 2.54 3.46 −7.21 0.00

同調圧力 出社しないといけない雰囲気が社内にある＊ 3.70 3.52 1.23 0.21

自己効力
感

在宅勤務でも仕事を円滑にこなせている 4.70 2.90 14.85 0.00

出社しないと取り残されそうな気がする＊ 3.07 3.60 −3.77 0.00

出社しないと仕事をしている気がしない＊ 3.16 4.63 −11.25 0.00

出社して仕事をする方が効率的に感じる＊ 4.23 5.54 −10.39 0.00

出所：筆者作成。
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しないと仕事をしている気がしない（自己効力感，逆項目），出社して仕事をする方が
効率的に感じる（自己効力感，逆項目），在宅勤務をすべきだと家族は思っている（遵
守動機），在宅勤務により新型コロナウイルスの感染を予防できる（結果評価），在宅勤
務は通勤や服装・身支度が楽である（ベネフィットの知覚）の t 値が高かった。これら
の中で，特に，自己効力感に関する項目の「在宅勤務意向なし」群の平均値が低く，重
要な因子であることが示された。

7．行動変容に寄与する因子
本調査で明らかになったことは，約 2割の人が明確な意思決定をしていないことであ
る。少なくともこの群の意思決定を促進することが，個人の意思の尊重をしながら在宅
勤務を進めるうえでの鍵となる。そこで，在宅勤務意向あり群と意思未決定群につい
て，平均値の差の両側 t 検定を行った。その結果は，表 10に示すとおりである。
在宅勤務意向がある人は，意思未決定の人に比較して，疾患重大性の認知，ベネフィ

表 10 接種意向あり群と意思未決定群の平均値の差の t 検定結果

次元 質問項目
在宅勤務
意向あり

意思
未決定 t 値 P 値

n＝581 n＝209

疾患重大
性の認知

新型コロナウイルス感染症に感染することが怖い 5.76 5.30 4.22 0.00

新型コロナウイルス感染症で重症化することが怖い 5.87 5.25 5.49 0.00

ベネフィ
ットの知
覚

在宅勤務は通勤や服装・身支度が楽である 6.10 5.06 10.21 0.00

在宅勤務は自身で時間をコントロールできる 5.19 4.25 8.26 0.00

在宅勤務により運動や趣味の時間をとれるようになった 4.51 3.71 6.77 0.00

結果評価 在宅勤務により新型コロナウイルスの感染を予防できる 5.55 4.63 8.83 0.00

行動信念
自分が感染しないことで家族を守ることができる 5.94 5.27 6.59 0.00

外出しないことは社会全体にとって有益である 4.46 4.04 5.07 0.00

規範的信
念

在宅勤務を社会から期待されている 4.88 4.33 5.00 0.00

不要不急の外出をしないことを社会から期待されている 5.37 4.80 5.22 0.00

遵守動機
在宅勤務をすべきだと家族は思っている 4.88 3.93 9.89 0.00

不要不急の外出をすべきでないと家族は思っている 5.15 4.56 5.32 0.00

コントロ
ール信念

在宅勤務するかどうか自身で決定できる 4.11 3.97 0.95 0.34

家族との距離が近かったり声がはいってしまって在宅勤務
が難しい 3.01 3.51 −4.16 0.00

在宅勤務だと仕事へのモチベーションが高く保てない 3.83 4.38 −4.86 0.00

在宅勤務より出勤してほしいとの家族の要望を感じる 2.54 3.01 −4.17 0.00

同調圧力 出社しないといけない雰囲気が社内にある 3.70 3.58 0.90 0.37

自己効力
感

在宅勤務でも仕事を円滑にこなせている 4.70 3.58 10.80 0.00

出社しないと取り残されそうな気がする 3.07 3.58 −4.15 0.00

出社しないと仕事をしている気がしない 3.16 4.15 −8.17 0.00

出社して仕事をする方が効率的に感じる 4.23 4.91 −6.25 0.00

出所：筆者作成。
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ットの知覚，結果評価，行動信念，規範的信念，遵守動機，コントロール信念，自己効
力感，無意識が統計学的有意に高いことが示された。一方，同調圧力は，統計学的有意
が認められなかった。すなわち，同調圧力は，在宅勤務意向の有無にかかわらず感じら
れており，その因子が在宅勤務意向に影響を及ぼしていないことが示された。
また，有意差項目のうち，未意思決定群も平均値が高い項目は，疾患重大性の認知で
あった。一方で，結果評価に関する未意思決定群の平均値は低かった。これらのことか
ら，未意思決定群は，新型コロナウイルス感染症に感染すること，および重症化するこ
とは怖いが，在宅勤務により新型コロナウイルスの感染を予防できると思っていないこ
とが浮かび上がった。
さらに，有意差項目のうち，t 値が高く，未意思決定群の平均値が低い項目は，在宅
勤務をすべきだと家族は思っている（遵守動機），在宅勤務でも仕事を円滑にこなせて
いる（自己効力感），出社しないと仕事をしている気がしない（自己効力感，逆項目），
在宅勤務は自身で時間をコントロールできる（ベネフィットの知覚）であった。すなわ
ち，未意思決定群は，在宅勤務によるベネフィットを認知しておらず，仕事を円滑にで
きないと感じており，さらに家族からの後押しが少ない状況であることが示された。

表 11 介入施策による在宅勤務意向に関する t 検定結果

次元 質問項目
在宅勤務
意向あり

態度
未決定 t 値 P 値

n＝581 n＝209

伝達

「多くの人が在宅勤務で得をしています」という自治体から
のメッセージ（ピア効果） 4.12 3.50 4.80 0.00

「在宅勤務で家族を守ろう」という自治体からのメッセージ
（ゲインフレーム） 4.57 4.06 3.70 0.00

「出勤や外出することで感染リスクが高まり，大切な人に感
染させてしまうかもしれません」という自治体からのメッ
セージ（ロスフレーム）

4.68 4.17 3.77 0.00

在宅勤務の効果や利点が数字で科学的に示される（科学的根
拠） 4.91 4.11 5.98 0.00

著名な経営者によって在宅勤務の利点が多数示される（メッ
センジャー） 4.35 3.71 5.16 0.00

支援

在宅勤務の達成度によって表彰される（意識的，非金銭的ベ
ネフィット増加） 4.22 3.68 3.83 0.00

在宅勤務でポイントが付与され，後に買物などに使える（意
識的，金銭的ベネフィット増加） 5.07 4.43 4.36 0.00

自宅で仕事をする環境にかかるコストへの補助がでる（意識
的，金銭的コストの低減） 5.17 4.57 4.22 0.00

通勤手当が給与に組み込まれ，通勤しないとお得になる（無
意識的，金銭的ベネフィット増加，ナッジ） 4.86 4.46 2.71 0.00

出所：筆者作成。
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8．行動変容に寄与する施策
態度決定を促進する施策の探索を目的とし，介入施策（伝達，支援）に対する在宅勤
務意向を問

12
い，各設問の平均値の差の両側 t 検定を行った（表 11）。その結果，全ての

項目について，統計学的有意であった。在宅勤務意向者の平均値が高く，かつ t 値が高
いのは，科学的根拠に基づく伝達（在宅勤務の効果や利点が数字で科学的に示され
る），金銭的ベネフィットの増加（在宅勤務でポイントが付与され，後に買物などに使
える），金銭的コストの低減（自宅で仕事をする環境にかかるコストへの補助がでる）
であった。一方，意思未決定群で平均値が高かった項目は，金銭的コストの低減，金銭
的ベネフィットの増加（意識的，無意識的）という支援であった。

Ⅴ 考察とまとめ

テレワークは，働き方の一形態として，コロナ禍以前より注目されていたが，コロナ
禍で一気に加速が求められた。しかし，現実的には容易ではなく，制度設計とともに，
従業員の意識・行動変容を促す具体的施策が必要である。そこで，本稿では，在宅勤務
制度がある企業従業員 1,000人を対象に在宅勤務意向に関する調査を行った。日本全体
の就労者の人口分布，および産業別就労人口分布とのマッチングを行っていないため，
標本の代表性について限界があるが，以下のことが明らかになった。
① 緊急事態宣言下での在宅勤務意向割合は 58.1％であり，20代で 67.2％と若い世代
ほど高い傾向にあった。

② 在宅勤務意向に影響を及ぼす因子として，在宅勤務の効果（新型コロナウイルスの
感染を予防できる），ベネフィット（通勤や服装・身支度が楽）を知覚しているこ
と，自己効力感を感じている（効率的に円滑に仕事をこなせている）こと，動機
（家族が在宅を推奨している）が挙げられた。

③ 在宅勤務に対する態度決定ができていない割合は 20.9％であった。
④ 態度決定ができていない人たちは，新型コロナウイルス感染症に感染すること，お
よび重症化することは怖いが，在宅勤務により新型コロナウイルスの感染を予防で
きると思っていなかった。さらに，在宅勤務では仕事を円滑にできないと感じてお
り，家族からの後押しが少ない状況であることが示された。

⑤ 介入施策に関しては，伝達より，金銭的コストの低減，金銭的ベネフィットの増加
といった具体的な支援についての支持が高かった。また，伝達（メッセージ）の中
では，科学的根拠に基づくもの（在宅勤務の効果や利点が数字で科学的に示され
る）への支持が高かった。

────────────
１２ 「以下の施策により在宅勤務をしたいと思いますか」と問っている。
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まず，若い世代ほど在宅勤務意向が高い傾向にあるのは，PC やオンラインツールの
活用に慣れており，かつ，自分で時間をコントロールできるという働き方の方がメリッ
トを享受できると感じているからだと考えられる。
在宅勤務意向に影響を及ぼす因子について，同調圧力は統計学的有意が認められなか
ったことについて，「出社しないといけない雰囲気が社内にある」に対する回答の平均
点は，4点未満，すなわち，そう思わない方に分布していた。在宅勤務制度がある企業
においては，この因子が意向に影響することは比較的小さいことが示された。むしろ，
勤務意向がない群において，在宅勤務で仕事を円滑にこなせていない，出社しないと仕
事をしている気がしない，効率的ではないと感じるといった自己効力感の程度が低かっ
たことから，在宅で仕事を行うことへの各人の自信が影響することが示唆された。した
がって，在宅勤務意向を高めるためには，在宅でも仕事を円滑にできるという自信を持
たせるような企業の施策が重要であることが考えられる。さらに，検定結果から，在宅
勤務により新型コロナウイルスの感染を予防できたり，通勤や服装・身支度が楽という
効果や利点の認知を促すこと，家族からの働きかけも重要であることが示唆された。
一方，制度がありながら在宅勤務に対する態度決定ができていない割合は 20.9％で
あった。在宅勤務意向がない人々より，この層の人々への介入の方が倫理的側面からも
適切と考えらえる。彼（女）らの特徴は，新型コロナウイルス感染症に感染すること，
および重症化することは怖いが，在宅勤務により新型コロナウイルスの感染を予防でき
ると思っておらず，在宅勤務では仕事を円滑にできないと感じており，家族からの後押
しが少ないことであった。
情報システムの利用の決定要因を技術受容モデルを用いて分析した実証研究の多くに
おいて，「知覚された使いやすさ」より「知覚された有用性」の方が影響力が大きいと
報告されている（Davis et al., 1989 ; Keil et al., 1995 ; Subramanian, 1994）ことからも，
新しいシステム導入には，その有用性を高める重要性が示唆される。前述の調査におい
て，在宅勤務の新たな気づきとして，「出社しないとできないと思われていた仕事もテ
レワークで可能であると気付けた（69.3％）」，「出張や外出をしなければならない仕事
でもテレワークで可能であると気付けた」が挙げられている。感染予防効果に加えてこ
のようなテレワークの有用性を伝達することで，有用性の知覚を促し，さらに，家族の
働きかけにより主観的規範を高めることが，テレワーク意図を高めると考える。
在宅勤務への態度決定を促す施策について，情報の伝達方法として，科学的根拠を示
す内容が在宅勤務意図を高めることが示された。有用性について数字で示すことが有用
性の知覚と態度形成に寄与することが示唆された。
本調査結果をソーシャルマーケティングの視座でまとめると，緊急事態宣言下におけ
るテレワークの推進においては，本人がその意向をもつような複数の施策を組み合わせ
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る必要がある。まず，政府からのメッセージとして，テレワークによりもたらされるで
あろう結果が科学的根拠をもって示されることが不可欠である。次に，それを実現する
ために，企業が就業環境を整える（モバイルデバイスの貸与，仮想デスクトップ，クラ
ウドなどのシステム，情報共有ツール，会議システムなどのコミュニケーションツー
ル，業務管理・勤怠管理システム）ことで，金銭的負担，在宅勤務に伴う不安の軽減を
する必要があるだろう。また，ハード面のみならず，ソフト面での支援が必要である
が，特に，本人が円滑に仕事をこなせているという自己効力感を感じることができる機
会を増やすことが重要な鍵である。さらに，身近な家族が在宅勤務を推奨することも重
要であるため，家族とともに在宅勤務の意義を考える機会の提供などが必要と考える。
テレワークは，コロナ禍より前は，働き方改革，地方創生の実現手段として，その普
及が望まれたが，コロナ禍となり，感染リスクの回避，事業の継続性の確保という意義
が加わり，その導入が急速に進んだ。しかし，この 1年，制度の制定や環境整備に追わ
れているのが実状と推察される。デジタルトランスフォーメーションの推進やハード面
の環境整備と並行し，本研究結果が示すとおり，各従業員の自己効力感の醸成すること
が，従業員に寄り添い，誰一人取り残さない新たな働き方への鍵となると考える。

［記］本研究は，公益財団法人三菱財団社会福祉事業・研究助成の支援を受けた研究成果の一部である。
本研究のデータ分析にご協力いただいた大西崚介氏に衷心より謝意を表したく存じます。
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